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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＲＦＩＤタグが取り付けられた商品を試着する試着室に入室した人を検知するセンサと
、
　このセンサが前記試着室に入室した人を検知したことに応じて前記試着室の内部方向に
指向性を有する読取電波を発信して前記試着室内に所在するＲＦＩＤタグから無線通信に
よりタグデータを読み取るＲＦＩＤリーダとを備え、
前記ＲＦＩＤリーダは、
　店員が所持するＲＦＩＤタグに記憶されたタグデータを記憶するタグデータ記憶手段と
、
　前記試着室内に所在するＲＦＩＤタグから読み取ったタグデータの中に前記タグデータ
記憶手段に記憶されたタグデータと一致するものが含まれていない場合に当該読み取った
タグデータを上位機器に送信し、前記試着室内に所在するＲＦＩＤタグから読み取ったタ
グデータの中に前記タグデータ記憶手段に記憶されたタグデータと一致するものが含まれ
ている場合に当該読み取ったタグデータを前記上位機器に送信せず、かつ当該タグデータ
を読み取った後所定の待ち時間が経過するまでは前記上位機器へのタグデータの送信を停
止し、再び前記センサによる人の検知を待つ制御手段と、
を備えていることを特徴とするＲＦＩＤシステム。
【請求項２】
　ＲＦＩＤタグが取り付けられた商品を試着する試着室に入室した人を検知するセンサと
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、
　このセンサが前記試着室に入室した人を検知したことに応じて前記試着室の内部方向に
指向性を有する読取電波を発信して前記試着室内に所在するＲＦＩＤタグから無線通信に
よりタグデータを読み取るＲＦＩＤリーダと、
　このＲＦＩＤリーダが読み取ったタグデータを受信するサーバと、を備え、
前記サーバは、
　前記ＲＦＩＤリーダが読み取ったタグデータを記憶する読取データ記憶手段と、
　店員が所持するＲＦＩＤタグに記憶されたタグデータを記憶するタグデータ記憶手段と
、
　前記ＲＦＩＤリーダから受信したタグデータの中に前記タグデータ記憶手段に記憶され
たタグデータと一致するものが含まれていない場合に当該受信したタグデータを前記読取
データ記憶手段に記憶し、前記ＲＦＩＤリーダから受信したタグデータの中に前記タグデ
ータ記憶手段に記憶されたタグデータと一致するものが含まれている場合に当該受信した
タグデータを前記読取データ記憶手段に記憶せず、かつ当該タグデータを受信した後所定
の待ち時間が経過するまでは前記読取データ記憶手段へのタグデータの記憶を停止する制
御手段と、
を備えていることを特徴とするＲＦＩＤシステム。
【請求項３】
　ＲＦＩＤタグが取り付けられた商品を試着する試着室に入室した人を検知するセンサお
よび所定の上位機器に通信接続され、前記試着室の内部方向に指向性を有する読取電波を
発信するアンテナと、店員が所持するＲＦＩＤタグに記憶されたタグデータを記憶するタ
グデータ記憶手段とを備えたＲＦＩＤリーダの制御プログラムであって、
　前記ＲＦＩＤリーダに、
　前記センサが前記試着室に入室した人を検知したことに応じて前記アンテナに前記読取
電波を発信させ、前記試着室内に所在するＲＦＩＤタグから無線通信によりタグデータを
読み取る読取機能と、
　前記試着室内に所在するＲＦＩＤタグから読み取ったタグデータの中に前記タグデータ
記憶手段に記憶されたタグデータと一致するものが含まれていない場合に当該読み取った
タグデータを前記上位機器に送信し、前記試着室内に所在するＲＦＩＤタグから読み取っ
たタグデータの中に前記タグデータ記憶手段に記憶されたタグデータと一致するものが含
まれている場合に当該読み取ったタグデータを前記上位機器に送信せず、かつ当該タグデ
ータを読み取った後所定の待ち時間が経過するまでは前記上位機器へのタグデータの送信
を停止し、再び前記センサによる人の検知を待つ制御機能と、
を実現させるための制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信領域内に所在するＲＦＩＤタグから無線通信によりタグデータを読み取
るＲＦＩＤリーダを備えたＲＦＩＤシステムおよびＲＦＩＤリーダの制御プログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、物品に当該物品に関する情報を記憶したＲＦＩＤ（Radio Frequency Identifica
tion）タグを取り付け、物流過程においてＲＦＩＤリーダにより該タグに記憶されたタグ
データを無線通信で読み取って物品管理に使用するＲＦＩＤシステムが利用されている。
（例えば、特許文献１を参照）
　また、商品である衣服に商品情報等を記憶したＲＦＩＤタグを取り付け、試着室に設置
した対人センサにより買い物客が検知されたことに応じて試着室内を通信領域とするＲＦ
ＩＤリーダがＲＦＩＤタグの読み取りを試行し、読み取られたタグデータをサーバ装置に
送信するＲＦＩＤシステムが知られている。このシステムを用いれば、サーバ装置へ送信
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されたタグデータを閲覧することで、試着される商品の傾向等を把握することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　既述のように試着室にＲＦＩＤシステムを応用した場合、対人センサが店員を検知した
際にもＲＦＩＤリーダによる読み取りが試行される。したがって、買い物客が試着した後
、買い物客が残した商品を片付けようと店員が試着室に入室した場合でもＲＦＩＤリーダ
による読み取りが試行される。その結果、買い物客が残した商品のＲＦＩＤタグが読み取
られてサーバ装置に記憶されるので、正確なデータの収集を妨げる要因の一つになってい
る。
【０００４】
　このようにＲＦＩＤタグの読み取りを行う必要がない場合であってもＲＦＩＤリーダが
読み取りを試行し、そのデータを上位機器に送信する場合があるという問題は、他のＲＦ
ＩＤシステムにも共通して生じ得るものである。
【０００５】
　本発明は、上記のような事情に基づいてなされたものであり、その目的は、不必要なデ
ータを上位機器に送信せず、正確な情報収集を支援するＲＦＩＤシステムおよびＲＦＩＤ
リーダの制御プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様におけるＲＦＩＤシステムは、ＲＦＩＤタグが取り付けられた商品を試
着する試着室に入室した人を検知するセンサと、このセンサが前記試着室に入室した人を
検知したことに応じて前記試着室の内部方向に指向性を有する読取電波を発信して前記試
着室内に所在するＲＦＩＤタグから無線通信によりタグデータを読み取るＲＦＩＤリーダ
とを備え、前記ＲＦＩＤリーダは、店員が所持するＲＦＩＤタグに記憶されたタグデータ
を記憶するタグデータ記憶手段と、前記試着室内に所在するＲＦＩＤタグから読み取った
タグデータの中に前記タグデータ記憶手段に記憶されたタグデータと一致するものが含ま
れていない場合に当該読み取ったタグデータを上位機器に送信し、前記試着室内に所在す
るＲＦＩＤタグから読み取ったタグデータの中に前記タグデータ記憶手段に記憶されたタ
グデータと一致するものが含まれている場合に当該読み取ったタグデータを前記上位機器
に送信せず、かつ当該タグデータを読み取った後所定の待ち時間が経過するまでは前記上
位機器へのタグデータの送信を停止し、再び前記センサによる人の検知を待つ制御手段と
を備えている。
【発明の効果】
【０００７】
　かかる手段を講じた本発明によれば、不必要なデータを上位機器に送信せず、正確な情
報収集を支援するＲＦＩＤシステムおよびＲＦＩＤリーダの制御プログラムを提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１の実施形態におけるＲＦＩＤシステムの模式図。
【図２】同実施形態におけるＲＦＩＤシステムの制御構成を示すブロック図。
【図３】同実施形態においてＲＦＩＤリーダのＣＰＵが実行する処理の流れ図。
【図４】第２の実施形態におけるサーバ装置の制御構成を示すブロック図。
【図５】同実施形態においてＲＦＩＤリーダのＣＰＵが実行する処理の流れ図。
【図６】同実施形態においてストアサーバのＣＰＵが実行する処理の流れ図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の第1の実施形態および第２の実施形態について、図面を参照しながら説
明する。各実施形態は、衣料品販売店舗に設置された試着室に持ち込まれる商品のデータ
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収集を目的としたＲＦＩＤシステムに本発明を適用した一例である。
【００１０】
［第1の実施形態］　
　図１は第1の実施形態に係るＲＦＩＤシステムの構成を示す模式図であり、図２は当該
ＲＦＩＤシステムの制御回路を示すブロック図である。当該ＲＦＩＤシステムは、ＲＦＩ
Ｄリーダ１と、このＲＦＩＤリーダ１に接続されたストアサーバ２、アンテナ３および対
人センサ４とで構成される。当該ＲＦＩＤシステムが設置された店舗には、買い物客が商
品を試着するための試着室５が設けられている。また、当該店舗にて販売される衣服等の
商品６には、当該商品の商品データを記憶したＩＣチップとアンテナとを備えたＲＦＩＤ
タグ７が取り付けられている。買い物客は、店員に試着室５の使用を申し出ることで、商
品６を試着室５に持ち込んで試着することができる。
【００１１】
　図２に示すように、上記ＲＦＩＤリーダ１は、制御の中枢として機能するＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）１０を備えている。このＣＰＵ１０に、メモリ１１、タイマ１２
、ＬＡＮインターフェイス（Ｉ／Ｆ）１３、無線通信部１４、および入力ポート１５を、
アドレスバスやデータバスで構成されるバスライン１６を介して接続してＲＦＩＤリーダ
１の制御回路が構成されている。
【００１２】
　メモリ１１は、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭ（Random Access Memory）で構成
され、ＲＦＩＤリーダ１の動作プログラム等の固定的データを記憶するとともに、各種の
作業用の記憶エリアを形成する。　
　タイマ１２は、ＣＰＵ１０からのコマンドを受けて所定時間を計時する。　
　ＬＡＮインターフェイス１３は、ストアサーバ２とのデータ通信を制御する。　
　無線通信部１４は、アンテナ３を用いたＲＦＩＤタグ７との無線通信を制御する。　
　入力ポート１５は、対人センサ４から出力される信号を取り込んでＣＰＵ１０に通知す
る。　
　アンテナ３と対人センサ４は、図１に示すように試着室５の天井部に取り付けられてい
る。
【００１３】
　アンテナ３は、ＲＦＩＤリーダ１の無線通信部１４から出力される高周波信号に基づい
て試着室５の内部方向に指向性を有する読取電波を発信する。この読取電波を受信したＲ
ＦＩＤタグ７では、ＩＣで記憶している情報で高周波信号の反射量を変化させるバックス
キャッタ変調が行われ、その結果生成される信号が応答電波として発信される。この応答
電波を受信したアンテナ３は、当該応答電波に基づいて高周波信号を生成し、無線通信部
１４に出力する。無線通信部１４は、アンテナ３から出力された高周波信号をＲＦＩＤタ
グ７のタグデータに復調する。
【００１４】
　対人センサ４は、ＲＦＩＤリーダ１の通信範囲である試着室５内の人の存在を光学的に
検知する。買い物客あるいは店員等が試着室５に入室した際には、対人センサ４が人の存
在を検知してＲＦＩＤリーダ１の入力ポート１５に信号を送信する。
【００１５】
　ストアサーバ２は、当該店舗の事務室等に設置され、店舗の運営に関する各種の情報を
記憶した管理データベース２０（読取データ記憶手段）を備えている。ストアサーバ２の
管理者は、所定の入力デバイスの操作により、管理データベース２０にて管理されるデー
タを閲覧することができる。
【００１６】
　当該店舗の店員は、ＲＦＩＤタグ７ａが内蔵された身分証８を所持している。この身分
証８に内蔵されたＲＦＩＤタグ７ａに記憶されたタグデータは、商品に取り付けられたＲ
ＦＩＤタグ７と同じくＲＦＩＤリーダ１およびアンテナ３により読み取ることができる。
【００１７】
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　ＲＦＩＤリーダ１のメモリ１１には、読取バッファ１７と店員タグデータファイル１８
（特定データ記憶手段）とが設けられている。前記読取バッファ１７には、ＲＦＩＤタグ
７から読み取ったタグデータが記憶される。前記店員タグデータファイル１８には、各店
員が所持する身分証８のＲＦＩＤタグ７ａに記憶されたタグデータが記憶されている。
【００１８】
　次に、上記のような構成のＲＦＩＤシステムの動作について述べる。　
　ＲＦＩＤシステムに電力が供給されシステムが稼動状態にある場合には、ＲＦＩＤリー
ダ１の制御部であるＣＰＵ１０は、図３に示したフローチャートに沿って動作するように
プログラム構成されている。以下、図３を用いてＲＦＩＤシステムの動作を説明する。
【００１９】
　先ず、ＣＰＵ１０は、入力ポート１５からの入力に基づいて対人センサ４が試着室５内
の人の存在を検知したか否かを判断する（ＳＴ１）。この処理は、対人センサ４が人の存
在を検知するまで継続される（ＳＴ１のＮｏ）。
【００２０】
　買い物客あるいは店員が試着室５に入室した際には、対人センサ４がその存在を検知し
、入力ポート１５に信号を送信する。この信号を受信したとき（ＳＴ１のＹｅｓ）、ＣＰ
Ｕ１０は、読取バッファ１７に記憶されたデータをクリアし（ＳＴ２）、メモリ１１に形
成されたカウンタｎ（ｎ：正整数）の値を“１”に初期化する（ＳＴ３）。
【００２１】
　次に、ＣＰＵ１０は、無線通信部１４にＲＦＩＤタグの読み取りを指令する（ＳＴ４）
。これに応じて無線通信部１４は、アンテナ３にＲＦＩＤタグを読み取るための高周波信
号を出力する。この高周波信号の入力を受けたアンテナ３は、該信号に基づく読取電波を
試着室５内へと発信する。無線通信部１４にＲＦＩＤタグの読み取りを指令した後、ＣＰ
Ｕ１０は、応答電波を受信したか否かを判断する（ＳＴ５）。
【００２２】
　試着室５に商品６が持ち込まれている場合には、該商品６に取り付けられたＲＦＩＤタ
グ７が読取電波を受信し、バックスキャッタ変調により応答電波を返信する。アンテナ３
は、ＲＦＩＤタグ７からの応答電波を受信したとき、当該応答電波に基づく高周波信号を
無線通信部１４に出力する。無線通信部１４は、この高周波信号を復調してタグデータを
生成する。
【００２３】
　このように無線通信部１４によりタグデータが生成された場合、ＣＰＵ１０は、応答電
波を受信したと判断し（ＳＴ５のＹｅｓ）、生成されたタグデータと同一のタグデータが
読取バッファ１７に記憶されているか否かを判断する（ＳＴ６）。同一のタグデータが読
取バッファ１７に記憶されていない場合には（ＳＴ６のＮｏ）、当該タグデータを読取バ
ッファ１７に記憶する（ＳＴ７）。一方、同一のタグデータが読取バッファ１７に記憶さ
れている場合には（ＳＴ６のＹｅｓ）、既に当該タグデータに係るＲＦＩＤタグは読み取
られているので、当該タグデータを読取バッファ１７に記憶せずに破棄する。
【００２４】
　このように応答電波から生成されたタグデータを読取バッファ１７に記憶あるいは破棄
した後、ＣＰＵ１０は、カウンタｎの値が予め設定された読取試行回数ｎmaxに達したか
否かを判断する（ＳＴ８）。カウンタｎの値が未だ読取試行回数ｎmaxに達していない場
合（ＳＴ８のＮｏ）、ＣＰＵ１０は、カウンタｎの値を１つインクリメントして（ＳＴ９
）、再び無線通信部１４にＲＦＩＤタグの読み取りを指令する（ＳＴ４）。
【００２５】
　このようにＲＦＩＤタグの読み取りの試行を繰り返し、カウンタｎの値が読取試行回数
ｎmaxに達した場合（ＳＴ８のＹｅｓ）、ＣＰＵ１０は、読取バッファ１７に記憶された
タグデータの中に店員タグデータファイル１８に記憶されたタグデータと一致するものが
含まれているか否かを判断する（ＳＴ１０）。
【００２６】
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　読取バッファ１７に記憶されたタグデータの中に店員タグデータファイル１８に記憶さ
れたタグデータと一致するものが含まれていない場合（ＳＴ１０のＮｏ）、ＣＰＵ１０は
、ＬＡＮインターフェイス１３を介して読取バッファ１７に記憶されたタグデータをスト
アサーバ２に送信し（ＳＴ１１）、再び対人センサ４による人の検知を待つ（ＳＴ１）。
ＲＦＩＤリーダ１から送信されたタグデータを受信したストアサーバ２は、当該タグデー
タを管理データベース２０の所定エリアに記憶管理する。　
　一方、読取バッファ１７に記憶されたタグデータの中に店員タグデータファイル１８に
記憶されたタグデータと一致するものが含まれている場合（ＳＴ１０のＹｅｓ）、ＣＰＵ
１０は、タイマ１２を作動させて所定の待ち時間の計時を開始し（ＳＴ１２）、当該待ち
時間の計時完了を待つ（ＳＴ１３）。前記待ち時間の計時が完了したとき（ＳＴ１３のＹ
ｅｓ）、ＣＰＵ１０は、読取バッファ１７に記憶されたタグデータをストアサーバ２に送
信せずに、再び対人センサ４による人の検知を待つ（ＳＴ１）。このように、店員タグデ
ータファイル１８に記憶されたタグデータが読み取られた場合には、前記待ち時間が経過
するまでストアサーバ２へのタグデータの送信が停止される。　
　以上説明したように、本実施形態に係るＲＦＩＤシステムでは、何人かの試着室５への
入室を対人センサ４が検知したことに応じてＲＦＩＤリーダ１によるＲＦＩＤタグ７の読
み取りが実行される。このとき、買い物客が試着のために商品６を試着室５に持ち込んで
いるならば、当該商品６に取り付けられたＲＦＩＤタグ７が読み取られ、そのタグデータ
がストアサーバ２に送信される。
【００２７】
　その後、買い物客が試着した商品６をそのまま試着室５に残して退室した場合などには
、店員がその商品６を片付けるために試着室５に入室しなければならない。このとき、対
人センサ４が店員を検知するため、ＲＦＩＤリーダ１によりＲＦＩＤタグの読み取りが実
行される。しかし、この場合にあっては、店員が所持する身分証に内蔵されたＲＦＩＤタ
グ７ａが商品６に取り付けられたＲＦＩＤタグ７とともに読み取られる。ＲＦＩＤタグ７
ａのタグデータは、店員タグデータファイル１８に記憶されているので、商品６に取り付
けられたＲＦＩＤタグ７のタグデータはストアサーバ２に送信されない。
【００２８】
　すなわち、買い物客が商品６を試着した場合にのみタグデータがストアサーバ２に送信
され、不必要なタグデータはストアサーバ２に送信されないので、正確な情報収集が可能
となる。
【００２９】
　また、ＲＦＩＤリーダ１は、店員タグデータファイル１８に記憶されたタグデータが読
み取られた後に所定の待ち時間の経過を待機するので、その間のストアサーバ２へのタグ
データの送信は停止することになる。したがって、店員が試着室５内の商品６を片付ける
間、確実にストアサーバ２への不必要なタグデータの送信を停止することができる。
【００３０】
［第２の実施形態］　
　次に、本発明の第２の実施形態について、図面を参照しながら説明する。　
　この実施形態は、第１の実施形態においてＲＦＩＤリーダ１が実行するとして説明した
処理の一部を、ストアサーバ２に実行させるものである。ＲＦＩＤシステムの全体構成は
図１に示したものと同一であり、ＲＦＩＤリーダ１の制御回路は図２に示したものと同一
であるため、それぞれ説明を省略する。
【００３１】
　図４は、ストアサーバ２の制御回路を示すブロック図である。　
　ストアサーバ２は、制御の中枢として機能するＣＰＵ２１を備えている。このＣＰＵ２
１に、メモリ２２、タイマ２３、ＬＡＮインターフェイス２４、入力コントローラ２５、
表示コントローラ２６、およびＨＤＤ（Hard Disk Drive）２７を、アドレスバスやデー
タバスで構成されるバスライン２８を介して接続してストアサーバ２の制御回路が構成さ
れている。
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【００３２】
　メモリ２２は、ＲＯＭやＲＡＭで構成され、ストアサーバ２の動作プログラムや店員タ
グデータファイル１８（特定データ記憶手段）を記憶している。店員タグデータファイル
１８には、前記実施形態と同様に、各店員が所持する上記身分証８のＲＦＩＤタグ７ａに
記憶されたタグデータが記憶されている。
【００３３】
　タイマ２３は、ＣＰＵ２１からのコマンドを受けて所定時間を計時する。
【００３４】
　ＬＡＮインターフェィス２４は、ＲＦＩＤリーダ１とのデータ通信を制御する。
【００３５】
　入力コントローラ２５は、キーボードやマウスで構成される入力部２９から出力される
入力信号を取り込んでＣＰＵ２１に通知する。
【００３６】
　表示コントローラ２６は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等で構成された表示部３
０の表示を制御する。
【００３７】
　ＨＤＤ２７は、店舗の運営に関する各種の情報で構成される管理データベース２０（読
取データ記憶手段）を記憶している。
【００３８】
　次に、本実施形態におけるＲＦＩＤシステムの動作について述べる。　
　ＲＦＩＤシステムに電力が供給されシステムが稼動状態にある場合には、ＲＦＩＤリー
ダ１の制御部であるＣＰＵ１０は、図５に示したフローチャートに沿って動作するように
プログラム構成されている。以下、図５を用いてＲＦＩＤシステムの動作を説明する。
【００３９】
　このフローチャートにおいて、ＳＴ１～ＳＴ９までの動作は図３を用いて説明した動作
と同一である。すなわち、ＣＰＵ１０は、対人センサ４が試着室５内の人の存在を検知し
たことに応じて、読取試行回数ｎmaxに達するまでＲＦＩＤタグの読み取りを行い、一連
の動作で読取られたタグデータを読取バッファ１７に記憶する。
【００４０】
　読取試行回数ｎmaxに達するまでＲＦＩＤタグの読み取りを行った後、ＣＰＵ１０は、
ＬＡＮインターフェイス１３を介して読取バッファ１７に記憶されたタグデータをストア
サーバ２に送信する（ＳＴ２０）。この後、ＣＰＵ１０は、再び対人センサ４による人の
検知を待つ（ＳＴ１）。
【００４１】
　次に、ストアサーバ２の動作について説明する。ＲＦＩＤシステムに電力が供給されシ
ステムが稼動状態にある場合、ストアサーバ２の制御部であるＣＰＵ２１は、図６に示し
たフローチャートに沿って動作するようにプログラム構成されている。以下、図６を用い
てＲＦＩＤシステムの動作を説明する。
【００４２】
　当該ＲＦＩＤシステムが稼動している間、ＣＰＵ２１は、ＲＦＩＤリーダ１から送信さ
れるタグデータを待ち受けている（ＳＴ２１）。ＲＦＩＤリーダ１がＳＴ２０の処理にて
送信したタグデータをＬＡＮインターフェイス２４を介して受信したとき（ＳＴ２１のＹ
ｅｓ）、ＣＰＵ２１は、受信したタグデータをメモリ２２に記憶する（ＳＴ２２）。
【００４３】
　メモリ２２にタグデータを記憶した後、ＣＰＵ２１は、当該タグデータの中にメモリ２
２に記憶された店員タグデータファイル１８に記憶されたタグデータと一致するものが含
まれているか否かを判断する（ＳＴ２３）。
【００４４】
　ＳＴ２２の処理においてメモリ２２に記憶したタグデータの中に、店員タグデータファ
イル１８に記憶されたタグデータと一致するものが含まれていない場合（ＳＴ２３のＮｏ
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）、ＣＰＵ２１は、ＳＴ２２の処理においてメモリ２２に記憶したタグデータを管理デー
タベース２０の所定の記憶エリアに記憶し（ＳＴ２４）、再びＲＦＩＤリーダ１からのタ
グデータの受信を待つ（ＳＴ２１）。
【００４５】
　一方、ＳＴ２２の処理においてメモリ２２に記憶したタグデータの中に、店員タグデー
タファイル１８に記憶されたタグデータと一致するものが含まれている場合（ＳＴ２３の
Ｙｅｓ）、ＣＰＵ２１は、タイマ２３を作動させて所定の待ち時間の計時を開始し（ＳＴ
２５）、当該待ち時間の計時完了を待つ（ＳＴ２６）。ＣＰＵ２１は、タイマ２３が前記
待ち時間を計時し終えるまでにＲＦＩＤリーダ１からタグデータを受信したとしても、当
該受信したタグデータをメモリ２２に記憶せずに破棄する。このように、店員タグデータ
ファイル１８に記憶されたタグデータが読み取られた場合には、前記待ち時間が経過する
までメモリ２２へのタグデータの記憶が中止される。
【００４６】
　タイマ２３が前記待ち時間を計時し終えたとき（ＳＴ２６のＹｅｓ）、ＣＰＵ２１は、
再びＲＦＩＤリーダ１からのタグデータの受信を待つ（ＳＴ２１）。
【００４７】
　以上説明したように、本実施形態に係るＲＦＩＤシステムでは、第１の実施形態におい
てＲＦＩＤリーダ１が実行するとした処理の一部をストアサーバ２に実行させるようにし
た。このようにした場合であっても、商品６に取り付けられたＲＦＩＤタグ７と一緒に、
店員が所持する身分証に内蔵されたＲＦＩＤタグ７ａがＲＦＩＤリーダ１によって読み取
られた場合には、ＲＦＩＤタグ７のタグデータが管理データベース２０に記憶されない。
したがって、第１の実施形態と同様に正確な情報収集が可能となる。さらに店員タグデー
タファイル１８に記憶されたタグデータが読み取られた後、前記待ち時間が経過するまで
に読み取られたタグデータは、管理データベース２０に記憶されない。したがって、第１
の実施形態と同様に店員が試着室５内の商品６を片付ける間、確実にストアサーバ２への
不必要なタグデータの送信を停止することができる
　また、本実施形態のようにＲＦＩＤリーダ１に特別な動作をさせないようにすれば、当
該ＲＦＩＤシステムを構築する際に既存のＲＦＩＤリーダを利用できる。したがって、Ｒ
ＦＩＤシステムを容易かつ低コストで構築できる。
【００４８】
［変形例］　
　なお、この発明は前記各実施形態そのままに限定されるものではなく実施段階において
は、その要旨を逸脱しない範囲内にて各構成要素を適宜変形して具体化することができる
。
【００４９】
　例えば、前記各実施形態では本発明を衣料品の販売店舗における試着に関するデータ収
集を目的としたＲＦＩＤシステムに適用した場合について説明したが、他のＲＦＩＤシス
テムに本発明を適用することも可能であることは言うまでもない。
【００５０】
　また、前記各実施形態においては対象物検知手段として光学式の対人センサ４を採用し
た場合について説明したが、これに限定されず他のセンサ等を用いてもよい。一例として
、前記各実施形態において説明したＲＦＩＤシステムにおいては、試着室の床面に重量を
検知する機械式センサを取り付け、重量の変化に基づいて試着室５への人の入室を検知す
るようにしてもよい。その他、本発明を適用するＲＦＩＤシステムの使用目的等に応じて
最適な対象物検知手段を使用すればよい。
【００５１】
　この他、前記各実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組合せにより種々の
発明を形成することができる。例えば、前記各実施形態に示される全体構成要素から幾つ
かの構成要素を削除してもよい。また、異なる実施形態に開示された構成を組み合わせて
もよい。
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　本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された各発明を以下に付記する。
［１］特定の対象物を検知するセンサと、このセンサが前記対象物を検知したことに応じ
て通信領域内に所在するＲＦＩＤタグから無線通信によりタグデータを読み取るＲＦＩＤ
リーダとを備え、前記ＲＦＩＤリーダは、特定のＲＦＩＤタグのタグデータを記憶する特
定データ記憶手段と、前記通信領域内に所在するＲＦＩＤタグから読み取ったタグデータ
の中に前記特定データ記憶手段に記憶されたタグデータと一致するものが含まれていない
場合に当該読み取ったタグデータを上位機器に送信する制御手段と、を備えていることを
特徴とするＲＦＩＤシステム。
［２］ＲＦＩＤタグが取り付けられた商品を試着する試着室内の人を検知するセンサと、
このセンサが前記試着室内の人を検知したことに応じて前記試着室内に所在するＲＦＩＤ
タグから無線通信によりタグデータを読み取るＲＦＩＤリーダとを備え、前記ＲＦＩＤリ
ーダは、当該試着室が設置された店舗の店員が所持するＲＦＩＤタグに記憶されたタグデ
ータを記憶するタグデータ記憶手段と、前記試着室内に所在するＲＦＩＤタグから読み取
ったタグデータの中に前記タグデータ記憶手段に記憶されたタグデータと一致するものが
含まれていない場合に当該読み取ったタグデータを上位機器に送信する制御手段と、を備
えていることを特徴とするＲＦＩＤシステム。
［３］前記ＲＦＩＤリーダの制御手段は、読み取ったタグデータの中に前記タグデータ記
憶手段に記憶されたタグデータと一致するものが含まれている場合、当該読み取ったタグ
データを前記上位機器に送信せず、かつ当該タグデータを読み取った後所定の待ち時間が
経過するまでは前記上位機器へのタグデータの送信を停止することを特徴とする［１］又
は［２］に記載のＲＦＩＤシステム。
［４］特定の対象物を検知するセンサと、このセンサが前記対象物を検知したことに応じ
て通信領域内に所在するＲＦＩＤタグから無線通信によりタグデータを読み取るＲＦＩＤ
リーダと、このＲＦＩＤリーダが読み取ったタグデータを受信するサーバ装置と、を備え
、前記サーバ装置は、前記ＲＦＩＤリーダが読み取ったタグデータを記憶する読取データ
記憶手段と、特定のＲＦＩＤタグのタグデータを記憶する特定データ記憶手段と、前記Ｒ
ＦＩＤリーダから受信したタグデータの中に前記特定データ記憶手段に記憶されたタグデ
ータと一致するものが含まれていない場合に当該受信したタグデータを前記読取データ記
憶手段に記憶する制御手段と、を備えたことを特徴とするＲＦＩＤシステム。
［５］通信領域内に所在するＲＦＩＤタグから無線通信によりタグデータを読み取るＲＦ
ＩＤリーダと通信する通信手段と、前記ＲＦＩＤリーダが読み取ったタグデータを記憶す
る読取データ記憶手段と、特定のＲＦＩＤタグのタグデータを記憶する特定データ記憶手
段と、前記ＲＦＩＤリーダが読み取ったタグデータを前記通信手段によって受信したとき
、当該受信したタグデータの中に前記特定データ記憶手段に記憶されたタグデータと一致
するものが含まれていない場合に当該受信したタグデータを前記読取データ記憶手段に記
憶する制御手段と、を備えていることを特徴とするサーバ装置。
［６］前記制御手段は、前記通信手段によって前記ＲＦＩＤリーダから受信したタグデー
タの中に前記特定データ記憶手段に記憶されたタグデータと一致するものが含まれている
場合、所定の待ち時間が経過するまで前記読取データ記憶手段へのタグデータの記憶を中
止することを特徴とする［５］に記載のサーバ装置。
［７］通信領域内に所在するＲＦＩＤタグから無線通信によりタグデータを読み取るＲＦ
ＩＤリーダと通信する通信部と、前記ＲＦＩＤリーダが読み取ったタグデータを記憶する
読取データ記憶部と、特定のＲＦＩＤタグのタグデータを記憶する特定データ記憶部とを
備えたサーバ装置の制御プログラムであって、前記サーバ装置に、前記ＲＦＩＤリーダが
読み取ったタグデータを前記通信部によって受信したとき、当該受信したタグデータの中
に前記特定データ記憶部に記憶されたタグデータと一致するものが含まれていない場合に
当該受信したタグデータを前記読取データ記憶部に記憶する機能を実現させるための制御
プログラム。
【符号の説明】
【００５２】
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　１…ＲＦＩＤリーダ、２…ストアサーバ、３…アンテナ、４…対人センサ、５…試着室
、６…商品、７，７ａ…ＲＦＩＤタグ、８…身分証
【先行技術文献】
【特許文献】
【００５３】
【特許文献１】特開２００７－２３５５号公報
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